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「中央区帰宅困難者支援施設運営協議会」の概要

目的

「中央区帰宅困難者支援施設運営協議会（以下「本
協議会」という。）」は、帰宅困難者の一時待機施
設および地域貢献防災備蓄倉庫（以下「帰宅困難者
支援施設」という。）の整備及び運用等をはじめと
して、中央区内における地域防災に係る諸問題に関
する協議を通じて、事業者と行政が連携してより実
効性のある防災体制を構築することを目的とする。

本協議会設立：平成24年10月

組織体制
正会員及び準会員で構成する。
正会員は、協議会の目的に賛同し、かつ次に掲げる条
件をひとつ以上満たす団体等でなければならない。
（１）帰宅困難者支援施設を設置した施設の管理者、あるいは設置

予定の開発事業者
（２）中央区と災害時における応急対策活動への協力に関する協定

を締結した団体
（３）帰宅困難者支援施設が開設された場合にその運営に協力する

意思のある団体
（４）中央区内にオフィスビルを所有する団体
（５）中央区内に大規模商業施設及び集客施設を有する団体
（６）中央区内に駅を有する鉄道事業者
（７）中央区内の警察・消防署
（８）学識経験者
（９）中央区
（10）その他

準会員は、協議会の目的に賛同する団体等でなければ
ならない。

総会

銀座
地区委員会

意思決定

実務レベル協議

各地区固有の課題検討

京橋
地区委員会

日本橋駅周辺
地区委員会

分科会

検討体制

地区 協議会員数

京橋地区 20

銀座地区 27

日本橋駅周辺地区 30

学識経験者・行政機関 12

計 89

活動内容

活動理念・活動ビジョン・活動戦略

会員：89団体
（令和６年６月現在）

事務局：中央区総務部防災危機管理課内

上図の活動理念・活動ビジョンに基づき、活動戦略として毎年度「活動計画」を作成し、
「各種検討」「計画等の整備」「訓練」「勉強会」等を実施
➡「ALL中央区」（総会、分科会）、「地区別」（地区委員会）の活動体制を基盤とし、

官民連携による帰宅困難者対策の取組

次に掲げる事項を検討・実施する。

（１）大規模地震対策に関する会員間での情報共有

（２）「帰宅困難者支援施設運営計画書」の策定・検証

（３）地域連携による大規模地震を想定した防災訓練等の

企画・実施

（４）中央区内における地域防災ルールの策定・検証

（５）地域の事業所及び関係各者による地域防災活動の

拠点づくり

（６）災害時の帰宅困難者支援施設の開設・運営

（７）その他
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協議会訓練の実績

年度 実施日 実施場所 概要 参加者数

令和
元

年度

令和元
年９月
１日(日)

京橋エドグラン
京橋区民館
清水建設本社ビル
観光情報センター
東京メトロ京橋駅
越前堀児童公園

【地区内誘導受入訓練】
一時滞在施設での受入、運営手順の普及啓発と習熟
帰宅困難者に対する効果的な情報提供方法の検討と

検証
ボランティアの対応方法の検証

１４４名

令和
２

年度

令和２
年９月
７日(月) 

清水建設本社ビル 【感染症状況下における帰宅困難者受入訓練】
ソーシャルディスタンスの確保、体調不良者対応、

衛生管理

５１名

令和
３

年度

令和３
年11月
７日(日)

江戸桜通り地下歩道
三越前駅
清水建設本社ビル

【地区内誘導受入訓練】
感染症状況下における帰宅困難者受入訓練
防災マップアプリによる情報連携
近隣協議会員との連携方法の検討と検証

１２６名

令和
４

年度

令和４
年９月
４日(日)

東京スクエアガーデン
東京メトロ京橋駅
数寄屋橋公園
清水建設本社ビル

【地区内誘導受入訓練】
感染症状況下における帰宅困難者受入訓練
防災マップアプリによる情報連携
一時待機場所の情報提供方法の検討と検証
防災拠点（避難所）から一時滞在施設への移動の検

証

１１６名

令和
５

年度

令和５
年10月
22日(日)

KABUTO ONE
坂本町公園、阪本小学

校
東京メトロ茅場町駅

【地区内誘導受入訓練】
一時滞在施設開設訓練
帰宅困難者受入訓練
駅における利用者保護訓練

１７１名

新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い、４年ぶりに運営訓練を実施
主要テーマ
一時滞在施設の運営要員（施設を持つ協議会員）と応援要員（施設を持たない
協議会員）が協力した施設運営の理解促進及び訓練等を実施

訓練を通じた事業所や駅における利用者保護の実践
総会（令和６年３月開催）で下記のとおり「訓練から得られた課題」を報告。

 訓練からの抽出課題
１ 一時滞在施設開設訓練

 中央区防災マップアプリ（チャット機能）に関して、多様な要請や情報が殺到す
るなかでどのように情報等を整理するか検討が必要である。

 応援要員を受け入れる場合の事前準備（何を手伝ってもらうか、何が必要かな
ど）を明確にする必要がある。

２ 帰宅困難者受入訓練
 帰宅困難者が一時滞在施設に安心して滞在できるよう矢印などの誘導表示や定期

的な情報提供（インフラの復旧状態など）が必要である。
 事前にできる限り運営要員と応援要員の動き方の共通認識が必要である。

３ 駅における利用者保護訓練
 鉄道は重要インフラであり復旧に注力する必要があるため、駅の利用者保護には

駅員だけでなく、応援要員の協力が必要である。

令和５年度（2023年度）の活動（一例）

協議会の活動スケジュール（令和５年度（2023年度）の取組）


